平成２３年３月３０日
（一社）長野県建築士事務所協会　会員各位
（一社）長野県建築士事務所協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　新井　典夫

東日本大震災・長野県北部地震における
義援金について（ご協力の依頼）

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、本会の事業運営に格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、3月11日午後に発生いたしました東日本大震災では、報道で伝えられておりますように東北各県始め北関東、太平洋沿岸部等広範囲にわたり、各地で多くの死者・重軽傷者・行方不明者並びに家屋の倒壊・流失など甚大な被害が発生しております。
　また、翌12日未明には長野県北部でM6.7の地震が発生し下水内郡栄村において多数の建物の倒壊、道路、鉄道の損傷など、こちらも大変大きな被害を受けています。
　被害に遭われた方々に対しましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに一日も早い復興をお祈りいたします。
　当協会では、長野県の要請を受けまして、3月14日・15日に北信ブロックの会員及び、上小・埴科・大北の各支部の会員にご協力をいただき、建築士会の皆様と共に栄村の応急危険度判定のお手伝いをいたしました。その結果、住宅に限定しますと152棟が危険と判定されていまして、長野県内の地震被害としましては、中越沖地震以上の被害状況となっています。また、当協会では、4月10日から12日までの3日間北信ブロックの会員の皆様により罹災証明の調査に協力をいたします。今後は被災度区分判定・住宅相談等の支援を行なってまいる予定でありますので、今後も皆様のご協力をお願い致します。
また、会員の皆様には各方面から義援金のご依頼にご協力いただいていることとは思いますが、当協会としましてもきわめて甚大な被害を受けた方々に対し、会員の皆様より義援金を募り贈ることにしたいと思います。
　つきましては、この主旨にご理解ご賛同の上、下記によりご協力下さいます様お願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記

１．義　援　金　　一口　１,０００円
２．払　込　先
　　　　　　①ゆうちょ銀行（同封の専用払込取扱票をご利用下さい）
　　　　　　②加入者名：一般社団法人 長野県建築士事務所協会
東日本大震災・長野県北部地震 災害義援金
　③口座記号番号：００５５０－６－８４９３０

３．期　　　日　平成２３年５月３１日（火）
４．問い合わせ　一般社団法人 長野県建築士事務所協会
【本会事務局】℡０２６－２２５－９２７７
